
   公立大学法人金沢美術工芸大学職員退職手当規程 

平成24年３月31日 

法人規程第82号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人金沢美術工芸大学教職員退職手当規程（平成22年法人規程第

22号）第27条の規定による職員の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（退職金） 

第２条 職員の退職手当は、公立大学法人金沢美術工芸大学（以下「法人」という。）が職員につ

いて、金沢商工会議所との特定退職金共済制度規約（以下「規約」という。）第２条第２項に規

定する退職金共済契約に基づき退職時に金沢商工会議所から当該職員に対して法人が納付した

当該職員に係る掛金の月額と月数に応じて支払われる退職金とする。 

（掛金の月額） 

第３条 法人が納付する職員ごとの掛金の月額は、別表に定めるところによる。 

（退職金の額の減額） 

第４条 理事長は、公立大学法人金沢美術工芸大学教職員就業規則第42条及び第43条の規定によ

り同条第４号に規定する懲戒解雇の処分をした職員に係る退職金については、特退共規約に定

めるところにより、当該退職金の額の減額を金沢商工会議所に申し出ることができる。 

（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３条関係） 

掛金月額表 

 職 員 の 給 料 月 額 に よ る 区 分 掛 金 月 額  

 １２０，０００円未満 ４，０００円   

 １２０，０００円以上    １３０，０００円未満 ５，０００円   

 １３０，０００円以上    １４０，０００円未満 ６，０００円   

 １４０，０００円以上    １５０，０００円未満 ７，０００円   

 １５０，０００円以上    １６０，０００円未満 ８，０００円   

 １６０，０００円以上    １７０，０００円未満 ９，０００円   

 １７０，０００円以上    １８０，０００円未満 １０，０００円   

 １８０，０００円以上    １９０，０００円未満 １１，０００円   

 １９０，０００円以上    ２００，０００円未満 １２，０００円   

 ２００，０００円以上    ２１０，０００円未満 １３，０００円   

 ２１０，０００円以上    ２２０，０００円未満 １４，０００円   

 ２２０，０００円以上    ２３０，０００円未満 １５，０００円   

 ２３０，０００円以上    ２４０，０００円未満 １６，０００円   

 ２４０，０００円以上    ２５０，０００円未満 １７，０００円   

 ２５０，０００円以上    ２６０，０００円未満 １８，０００円   

 ２６０，０００円以上    ２７０，０００円未満 １９，０００円   

 ２７０，０００円以上    ２８０，０００円未満 ２０，０００円   

 ２８０，０００円以上    ２９０，０００円未満 ２１，０００円   

 ２９０，０００円以上    ３００，０００円未満 ２２，０００円   

 ３００，０００円以上    ３１０，０００円未満 ２３，０００円   

 ３１０，０００円以上    ３２０，０００円未満 ２４，０００円   

 ３２０，０００円以上    ３４０，０００円未満 ２５，０００円   

 ３４０，０００円以上    ３６０，０００円未満 ２６，０００円   

 ３６０，０００円以上    ３８０，０００円未満 ２７，０００円   

 ３８０，０００円以上    ４００，０００円未満 ２８，０００円   

 ４００，０００円以上    ４２０，０００円未満 ２９，０００円   

 ４２０，０００円以上 ３０，０００円   

 


